
 

 

 

 

 

 

 

資料３ 
 

大津湖南都市計画地区計画（冨波乙）の 

決定について 

（資料内訳） 

 〇都市計画法第１７条縦覧 結果 

   ○総括図（A3、1／20,000） 

   ○計画図（A3、1／2,500） 

   ○計画書 

   ○理由書 

   ○建築物の制限に関する条例（案） 

 

 

 

 

 

令和７年度第３回野洲市都市計画審議会 

（令和８年１月７日開催） 
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都市計画法第 17条縦覧 結果 

（大津湖南都市計画地区計画の決定） 

 

 

縦覧期間   令和７年１１月１１日から 

        令和７年１１月２５日まで（１５日間） 

 

 

縦 覧 者   ２名 

 

 

意 見 書   １件（２事項） 

 

 

意見要旨   別紙 

 

tosi
タイプライタ
（審議会を経て補足）

上記の縦覧結果については、同時期に計画決定を進めている「冨波乙地区計画」と
「大篠原鷺坪地区計画」をあわせて縦覧したところ寄せられた意見の総数である。

１件２事項の意見は「大篠原鷺坪地区計画」を対象に寄せられたものであったため、
意見要旨については【資料４】中に添付している。




 

 

 

 

（白紙） 

 

 

 

 



大津湖南都市計画区域（野洲市）

総括図

第一種低層住居専用地域

高さ
壁面

後退

容 積 率

建 ぺ い 率

行 政 界

市 街 化 区 域 界

用　途　地　域

第一種低層住居専用地域

80/50 1.0m 10m

100/60 - 10m

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

第一種中高層住居専用地域 200/60

200/60

200/60

200/60

第二種中高層住居専用地域

第 一 種 住 居 地 域

第 二 種 住 居 地 域

準 住 居 地 域

近 隣 商 業 地 域 200/80

近 隣 商 業 地 域 300/80

200/60

凡 例

工 業 専 用 地 域 200/60 - -

風 致 地 区

都 市 計 画 道 路

商 業 地 域 400/80

準 工 業 地 域 200/60

都 市 計 画 公 園

都 市 計 画 緑 地 ・ 墓 園

そ の 他 都 市 計 画 施 設

地 区 計 画 区 域

工 業 地 域 200/60 - -

略号の説明

変　更　地　区

容積率％

用途地域の種類

建ぺい率％

地区名 冨波乙地区計画 地区面積 約13.3ha

用途地域 工業地域 現況 市街化調整区域

A3 S=1:20000

（A3）



 

 

 

 

（白紙） 

 

 

 

 



第一種低層住居専用地域

高さ
壁面
後退

容 積 率
建 ぺ い 率

行 政 界

市 街 化 区 域 界

用　途　地　域

第一種低層住居専用地域

80/50 1.0m 10m

100/60 - 10m

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

第一種中高層住居専用地域 200/60

200/60

200/60

200/60

第二種中高層住居専用地域

第 一 種 住 居 地 域

第 二 種 住 居 地 域

準 工 業 地 域 200/60

準 住 居 地 域

近 隣 商 業 地 域 200/80

近 隣 商 業 地 域 300/80

200/60

工 業 専 用 地 域 200/60 - -

風 致 地 区

都 市 計 画 道 路

商 業 地 域 400/80

そ の 他 都 市 計 画 施 設

地 区 計 画 区 域

工 業 地 域 200/60 - -

凡 例

略号の説明

都 市 計 画 公 園

都 市 計 画 緑 地 ・ 墓 園

容積率％

用途地域の種類

建ぺい率％

【計画図】冨波乙地区計画 A3 S=1:2500

地区計画区域界

地区整備計画区域界

①－② 河川界

②－③ 道路界

③－④ 地番界

④－① 道路界

（A3）



 

 

 

 

（白紙） 

 

 

 

 



大津湖南都市計画地区計画の決定(野洲市決定)

都市計画　冨波乙地区計画　を次のように決定する

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

畜舎

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する一般廃棄
物、産業廃棄物の処理業の用に供する建築物

カラオケボックスその他これに類するもの

地
区
整
備
計
画

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項

建築物等の用途の制限

次の各号に該当する建築物は建築してはならない。ただし、
当該地区内の事業所に附属するものについてはこの限りでは
ない。

建築基準法別表第二（わ）項に掲げるもの

神社、寺院、教会その他これらに類するもの

保育所その他これに類するもの

公衆浴場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関す
る法律第２条第６項第１号に該当する営業に係るものを
除く。)

診療所

巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準
法施行令第130条の４に掲げる公益上必要な建築物

老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類する
もの

自動車教習所

幼保連携型認定こども園

物品販売業を営む店舗以外の店舗

展示場、遊技場

区域の整備・
開発及び保全
に関する方針

地区計画の目標

　本地区は、野洲市都市計画マスタープランのなかで、「野
洲市健康福祉センターや野洲市立図書館等の周辺地域は、住
居、産業・商業機能を誘導するための長期的な市街地整備を
検討します。」と位置づけている。広域幹線道路との交通ア
クセスの利便性を活かし、周辺環境と調和した良好な市街地
形成を目標とする。

土地利用の方針
　周辺環境に配慮した良好な工業・業務用地として土地利用
を図る。

地区施設の整備方針

　隣接する住宅地への配慮のための緩衝緑地を配置する。ま
た、緑豊かな街並みの形成を図るため、敷地周縁部への緑地
の配置のほか積極的に区域内緑化に努めるものとする。
　区域内に必要容量の雨水貯留浸透施設を配置する。

建築物等の整備方針
　健全で良好な工業・業務用地を形成するため、建築物等の
用途の制限、建築物の敷地の地盤面の高さの最低限度、建築
物等の形態又は色彩その他の意匠の制限を定める。

面　　　　　　　積 　約13.3ha

地 区 計 画 書（案）

名　　　　　　　称 　冨波乙地区計画

位　　　　　　　置 　野洲市冨波乙の一部



(1)

(2)

(3)

「区域は計画図表示のとおり」

屋外広告物（自家用広告物及び非自家用広告物）は、デザ
イン、色彩とも周辺との調和を十分配慮したものでなけれ
ばならない。また、野洲市屋外広告物条例に定める基準と
する。

備　　　　　　考

建築物等に関する事項について、市長が、公益上必要な建築
物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものに
ついては、その許可の範囲内において、当該規定は適用しな
い。

注： 上記の項目および記載事項は、地区計画等の種類および定める内容により、名称、表現内容等が異なりま
す。

地
区
整
備
計
画

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項

建築物の敷地の地盤面の高
さの最低限度

建築物等の形態又は色彩そ
の他の意匠の制限

その他
（緑・青・紫系）

の色相
３以上 ３以下

無彩色 ３以上 －

R・YR・Y
（赤・橙・黄色系）

の色相
３以上 ６以下

　建築物の敷地の地盤面の高さは、開発区域内又はその周辺
の土地の地形および利用の態様等に照らしてやむを得ないと
認められる場合を除き、10年につき1回の割合で発生するもの
と予想される降雨が生じた場合における想定浸水深が0.5メー
トル未満となるようしなければならない。

建築物の形態・意匠は周辺の景観に調和し、景観上支障が
ないものとする。

屋根及び外壁の基調色は、以下の色彩を基準とする。ただ
し、屋根の基調色については、彩度のみとし、漆喰、紅柄
などの自然素材を使用する場合や周辺環境と調和すると認
められる場合は、この限りではない。

有彩色 明度 彩度
（マンセル値による） 下限値 上限値



 

理  由  書 

 

本地区は、市道小篠原上屋線と接道しており、利便性が高い地域です。 

野洲市都市計画マスタープランのなかで、住居、産業・商業機能を誘導するための

長期的な市街地整備を検討する地域と位置づけていることから、広域幹線道路との交

通アクセスの利便性を活かし、周辺環境と調和した良好な市街地を創出するため地区

計画を決定するものです。 



冨波乙地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（案） 

（目的） 

第１条 この条例は、建築基準法（昭和 25年法律第 201号。以下「法」という。） 

第 68 条の２第１項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物に関する制

限を定めることにより、良好な環境の街区を形成することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令（昭和 25年 

政令第 338号。以下「令」という。）において使用する用語の例による。 

（適用区域） 

第３条 この条例は、都市計画法（昭和 43年法律第 100号）第 20条第１項の規定に

より告示された大津湖南都市計画冨波乙地区計画の区域に適用する。 

（建築物の用途の制限） 

第４条 地区計画の区域内においては、次の各号に該当する建築物は建築してはなら

ない。ただし、当該地区内の事業所に附属するものについては、この限りではない。 

(1) 法別表第二（わ）項に掲げるもの  

(2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの  

(3) 保育所その他これに類するもの 

(4) 公衆浴場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23年法律

第 122号)第２条第６項第１号に該当する営業に係るものを除く。) 

(5) 診療所 

(6) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第 130 条の４に掲げる公益

上必要な建築物 

(7) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの 

(8) 自動車教習所 

(9) 幼保連携型認定こども園 

(10) 物品販売業を営む店舗以外の店舗 

(11) 展示場、遊技場 

(12) カラオケボックスその他これに類するもの 

(13) 畜舎 

(14) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号）に規定する

一般廃棄物、産業廃棄物の処理業の用に供する建築物 

（建築物の敷地の地盤面の高さの最低限度） 

第５条 建築物の敷地の地盤面の高さは、開発区域内又はその周辺の土地の地形およ

び利用の態様等に照らしてやむを得ないと認められる場合を除き、10年につき 1回

の割合で発生するものと予想される降雨が生じた場合における想定浸水深が 0.5メ

http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView


ートル未満となるようしなければならない。 

（公益上必要な建築物の特例） 

第６条 市長が、この条例の適用に関して、公益上必要な建築物で用途上又は構造上

やむを得ないと認めて許可したものについては、その許可の範囲内において、当該

規定は適用しない。 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で別に定める。 

付 則 

 この条例は、大津湖南都市計画冨波乙地区計画に係る都市計画法第 20 条第１項の

規定による告示の日から施行する。 

 



 

 

 

 

（白紙） 

 

 

 

 


